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(57)【要約】
【課題】リモートコントローラを用いて快適に遠隔制御
を行うことができるようにする。
【解決手段】リモートコントローラに赤外線通信機能と
無線通信機能の双方を持たせ、同様に赤外線通信機能と
無線通信機能とを有する被制御装置の遠隔制御を行う。
リモートコントローラの電源電圧や遠隔制御信号の通信
状況に応じて、自動的に通信方式を切り替えて制御信号
を送信するようにする。例えば、リモートコントローラ
の電源電圧が所定値以上の場合は無線通信を行い、電源
電圧が所定値未満となった場合は赤外線通信に切り替え
る。また、無線通信時に被制御装置からの確認応答信号
が受信できなかった場合、赤外線通信に切り替える。さ
らに、ユーザが同一の操作キーを短時間で複数回連続し
て操作した場合には、所望の制御が行われていないと判
断されるため、通信方式を切り替える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の操作キーを有する操作部と、
　被制御装置と双方向通信を行う無線通信部と、
　上記被制御装置と単方向通信を行う赤外線通信部と、
　上記操作部からの操作信号が入力されると共に、上記無線通信部および上記赤外線通信
部を制御する制御部と
を有し、
　上記制御部は、電源電圧を測定する測定部を有し、
　上記電源電圧が所定値以上の場合には、上記無線通信部を介して上記被制御装置に制御
信号を送信するように制御し、
　上記電圧値が所定値未満の場合には、上記赤外線通信部を介して上記被制御装置に制御
信号を送信するように制御する
リモートコントローラ。
【請求項２】
　上記制御部は、上記電圧値が所定値以上であり、上記無線通信部を介した遠隔制御が不
能であると判断した場合には、上記赤外線通信部を介して上記被制御装置に制御信号を送
信するように制御する
請求項１に記載のリモートコントローラ。
【請求項３】
　複数の操作キーを有する操作部と、
　被制御装置と双方向通信を行う無線通信部と、
　上記被制御装置と単方向通信を行う赤外線通信部と、
　上記操作部からの操作信号が入力されると共に、上記無線通信部および上記赤外線通信
部を制御する制御部と
を有し、
　上記制御部は、
　上記操作信号に応じた制御信号を上記無線通信部を介して上記被制御装置に送信するよ
うに制御し、
　上記被制御装置から上記制御信号に対する確認応答信号を受信したか否かを判断し、
　上記確認応答信号を受信しないと判断した場合には、上記操作信号に応じた制御信号を
上記赤外線通信部を介して上記被制御装置に送信するように制御する
リモートコントローラ。
【請求項４】
　上記制御部は、上記確認応答信号を受信しない場合には、上記操作信号に応じた制御信
号を上記無線線通信部を介して上記被制御装置に再度送信するように制御する
請求項３に記載のリモートコントローラ。
【請求項５】
　複数の操作キーを有する操作部と、
　被制御装置と双方向通信を行う無線通信部と、
　上記被制御装置と単方向通信を行う赤外線通信部と、
　上記操作部からの操作信号が入力されると共に、上記無線通信部および上記赤外線通信
部を制御する制御部と
を有し、
　上記制御部は、
　上記操作信号に応じた制御信号を上記被制御装置に送信するように制御し、上記操作部
の同一の操作キーが短時間に連続して操作された場合には、上記操作信号に応じた制御信
号を異なる通信方式により上記被制御装置に送信するように制御する
リモートコントローラ。
【請求項６】
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　上記制御部は、上記同一の操作キーが第１の所定時間内に所定回数以上操作された場合
には、上記操作信号に応じた制御信号を異なる通信方式により上記被制御装置に送信する
ように制御する
請求項５に記載のリモートコントローラ。
【請求項７】
　上記同一の操作キーが上記第１の所定時間内に上記所定回数以上操作された後、上記第
１の所定時間経過後から第２の所定時間内に上記同一の操作キーが操作された場合には、
上記操作信号に応じた制御信号を異なる通信方式により上記被制御装置に送信するように
制御する
請求項６に記載のリモートコントローラ。
【請求項８】
　上記制御部は、上記同一の操作キーが所定の操作間隔内で所定回数以上操作された場合
に、上記操作信号に応じた制御信号を異なる通信方式により上記被制御装置に送信するよ
うに制御する
請求項５に記載のリモートコントローラ。
【請求項９】
　上記制御部は、上記操作信号に応じた制御信号を上記赤外線通信部を介して上記被制御
装置に送信するように制御し、上記操作部の同一の操作キーが短時間に連続して操作され
た場合には、上記操作信号に応じた制御信号を上記無線通信部を介して上記被制御装置に
送信するように制御する
請求項６または請求項８に記載のリモートコントローラ。
【請求項１０】
　上記制御部は、上記操作信号に応じた制御信号を上記無線通信部を介して上記被制御装
置に送信するように制御し、上記操作部の同一の操作キーが短時間に連続して操作された
場合には、上記操作信号に応じた制御信号を上記赤外線通信部を介して上記被制御装置に
送信するように制御する
請求項６または請求項８に記載のリモートコントローラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、被制御装置を制御するリモートコントローラに関し、特に、状況により通
信方法を自動的に切り替えるリモートコントローラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばテレビジョン受像機などの被制御装置には赤外線受光部が、リモートコン
トローラには赤外線発光部がそれぞれ設けられており、赤外線発光部を赤外線受光部に向
けて操作することにより、被制御装置の遠隔制御が行われていた。このような赤外線通信
（以下、ＩＲ（Infrared）通信と適宜称する）は他の通信の干渉を受けにくい反面、遮蔽
物がある場合には赤外線受光部が制御信号を受信できないという問題があった。
【０００３】
　そこで、現在、ＩＲ通信機能に変えて無線通信（以下、ＲＦ（Radio Frequency；高周
波）通信と適宜称する）機能が備えられた電子機器が増えている。ＲＦ通信は、ＩＲ通信
と異なり指向性がなく、遮蔽物の有無や通信部の方向に寄らず遠隔操作信号の送信が可能
である。このため、例えば被制御装置およびリモートコントローラにＲＦ通信部を設ける
ことによりユーザの操作性を向上させることができる。
【０００４】
　また、以下の特許文献１のように、ＩＲ通信機能とＲＦ通信機能との双方を有し、ＩＲ
通信とＲＦ通信とを切り替えて使用することも行われている。
【特許文献１】特開２００２－１１０３６９号公報
【０００５】
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　特許文献１では、複数の照明器具を操作可能なリモートコントローラにおいて、複数の
照明器具を一度に操作する場合は保持具にリモートコントローラを保持することにより、
指向性の広いＲＦ信号によって制御信号が送信される。また、特定の照明器具を操作する
場合には、リモートコントローラが保持具から取り外されることでＩＲ通信によって制御
信号が送信される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ＲＦ通信は、他の通信や他の電子機器から発せられる電磁波などの干渉
を比較的受けやすい。また、ＲＦ通信は、電池電源電圧に関して、ＩＲ通信に比べて高い
電源電圧で通信不可となってしまう。このことは、電池容量を有効に使用できないという
問題を生じる。
【０００７】
　このため、ＩＲ通信とＲＦ通信とを併用して快適に電子機器の遠隔制御を行うことがで
きるリモートコントローラが望まれている。現在、ＲＦ通信機能が備えられた電子機器に
はＩＲ通信機能も搭載されている場合が多く、ＲＦ通信およびＩＲ通信のどちらによって
も遠隔制御が可能とされている。このため、例えばＲＦ通信用のリモートコントローラと
、ＩＲ通信用のリモートコントローラとが付属している電子機器が見受けられるが、これ
ではリモートコントローラの数が増えてしまうという問題が生じていた。また、通信方式
によってリモートコントローラを使い分ける必要があり、ユーザの利便性は高くなかった
。
【０００８】
　また、特許文献１のように、ＲＦ通信機能とＩＲ通信機能とが共に備えられたリモート
コントローラも実用化されている。しかしながら、このようなリモートコントローラをテ
レビジョン受像機および外部ＡＶ機器の制御に用いた場合、例えばテレビジョン受像機は
ＲＦ通信、外部ＡＶ機器はＩＲ通信など、制御される電子機器によって通信方式が固定さ
れていた。
【０００９】
　例えば、テレビジョン受像機および外部ＡＶ機器の双方を操作可能なリモートコントロ
ーラの場合、操作機器選択キーなどが設けられており、操作機器を選択すると、その電子
機器に適した通信方法が選択されるようになっている。このようなリモートコントローラ
を用いた場合、例えばＲＦ通信に問題が生じたときにテレビジョン受像機の遠隔操作がで
きなくなるなどの問題が生じる。このため、リモートコントローラおよび電子機器の双方
で性質の異なる複数の通信方式による制御信号の送受信を可能としているにも関わらず、
その構成を十分に生かしきれていなかった。
【００１０】
　したがって、この発明は、ＩＲ通信、ＲＦ通信のそれぞれの特徴を生かし、制御信号の
通信方式を自動的に切り替えることにより、電子機器の制御を快適に行うことができるリ
モートコントローラを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、第１の発明は、複数の操作キーを有する操作部と、被制御
装置と双方向通信を行う無線通信部と、被制御装置と単方向通信を行う赤外線通信部と、
操作部からの操作信号が入力されると共に、無線通信部および赤外線通信部を制御する制
御部とを有し、制御部は、電源電圧を測定する測定部を有し、電源電圧が所定値以上の場
合には、無線通信部を介して被制御装置に制御信号を送信するように制御し、電圧値が所
定値未満の場合には、赤外線通信部を介して被制御装置に制御信号を送信するように制御
するリモートコントローラである。
【００１２】
　第１の発明のリモートコントローラでは、制御部が電圧値が所定値以上であっても無線
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通信部を介した遠隔制御が不能であると判断した場合には、赤外線通信部を介して被制御
装置に制御信号を送信するように制御してもよい。
【００１３】
　また、第２の発明は、複数の操作キーを有する操作部と、被制御装置と双方向通信を行
う無線通信部と、被制御装置と単方向通信を行う赤外線通信部と、操作部からの操作信号
が入力されると共に、無線通信部および赤外線通信部を制御する制御部とを有し、制御部
は、操作信号に応じた制御信号を無線通信部を介して被制御装置に送信するように制御し
、被制御装置から制御信号に対する確認応答信号を受信したか否かを判断し、確認応答信
号を受信しないと判断した場合には、操作信号に応じた制御信号を赤外線通信部を介して
被制御装置に送信するように制御するリモートコントローラである。
【００１４】
　第２の発明のリモートコントローラでは、制御部は、確認応答信号を受信しない場合に
は、操作信号に応じた制御信号を無線線通信部を介して被制御装置に再度送信するように
制御し、その後も確認応答信号を受信しない場合には、制御信号を赤外線通信部を介して
被制御装置に送信するようにしてもよい。
【００１５】
　また、第３の発明は、複数の操作キーを有する操作部と、被制御装置と双方向通信を行
う無線通信部と、被制御装置と単方向通信を行う赤外線通信部と、操作部からの操作信号
が入力されると共に、無線通信部および赤外線通信部を制御する制御部とを有し、制御部
は、操作信号に応じた制御信号を被制御装置に送信するように制御し、操作部の同一の操
作キーが短時間に連続して操作された場合には、操作信号に応じた制御信号を異なる通信
方式により被制御装置に送信するように制御するリモートコントローラである。
【００１６】
　第３の発明のリモートコントローラでは、同一の操作キーが第１の所定時間内に所定回
数以上操作された場合に、操作信号に応じた制御信号を異なる通信方式により被制御装置
に送信するように制御することができる。この場合、第１の所定時間経過後から第２の所
定時間内に同一の操作キーが操作された場合には、制御信号を異なる通信方式により送信
するように制御することが好ましい。
【００１７】
　また、同一の操作キーが所定の操作間隔内で所定回数以上操作された場合に、制御信号
を異なる通信方式により被制御装置に送信するように制御するようにしてもよい。
【００１８】
　第３の発明のリモートコントローラでは、操作部の同一の操作キーが短時間に連続して
操作された場合には、制御信号を赤外線通信部を介して送信する赤外線通信方式から、制
御信号を無線通信部を介して送信する無線通信方式に切り替える。もしくは、無線通信方
式から赤外線通信方式に切り替えるようにする。
【００１９】
　この発明では、無線通信および赤外線通信の双方によって被制御装置を遠隔制御可能と
しており、リモートコントローラの電源電圧や遠隔制御信号の通信状況に応じて自動的に
通信方式を切り替えることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　この発明によれば、無線通信と赤外線通信とを使用状況に応じて自動的に切り替えるこ
とができるため、ユーザによる操作を必要とせずに、高い利便性を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、この発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
【００２２】
（１）第１の実施形態
　第１の実施形態では、リモートコントローラの電源電圧が所定値以上の場合はＲＦ通信
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によって被制御装置の制御を行い、電源電圧が所定値未満となった場合には自動的にＩＲ
通信に切り替えて被制御装置の制御を行う構成について説明する。
【００２３】
　この発明の第１の実施形態について、図１を参照して説明する。リモートコントローラ
１０は、被制御装置であるテレビジョン受像機１を制御するものであり、複数の操作キー
が設けられた操作部１０ａを有する。操作部１０ａは、テレビジョン受像機１を制御する
ための操作キーが含まれる。なお、リモートコントローラ１０は概略的なもので、より具
体的な構成については後述する。
【００２４】
　第１の実施形態のリモートコントローラ１０は、テレビジョン受像機１をＲＦ通信およ
びＩＲ通信の双方にて遠隔制御可能な構成とされている。リモートコントローラ１０がＲ
Ｆ通信により遠隔制御を行う場合は、Ｓ１に示すように、リモートコントローラ１０から
遠隔制御信号を送信後、テレビジョン受像機１から確認応答信号（以下、アクノリッジと
適宜称する）が返される。また、リモートコントローラ１０がＩＲ通信により遠隔制御を
行う場合は、Ｓ２に示すように単方向通信とされる。
【００２５】
　図２に、リモートコントローラ１０の主要部の一構成例を示す。リモートコントローラ
１０は、キーマトリクス１２、制御部１３、ＲＦ通信部１４ａとＩＲ通信部であるＬＥＤ
（Light Emitting Diode）１４ｂとからなる通信部１４、およびリモートコントローラ１
０全体を明るくするＬＥＤ１６ａないし１６ｅを備える。キーマトリクス１２は、リモー
トコントローラ１０が備える操作部１０ａの中でどの操作キーが押されたかを検出し、検
出結果を示す操作信号を制御部１３に供給する。操作キーとしては、電源キー、テンキー
、ミュートキー、音量調整キー、チャンネルキーおよびカーソル４方向キーなどが設けら
れている。リモートコントローラ１０に設けられた全ての操作キーがキーマトリクス１２
に含まれている。
【００２６】
　制御部１３は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ(Read Only Me
mory)、ＲＡＭ(Random Access Memory)、メモリなどからなるマイクロコンピュータ（以
下、ＭＰＵと適宜称する）である。制御部１３は、ＲＯＭに予め記憶されたプログラムに
従い、ＲＡＭをプログラム実行の際のワークメモリとして用いて、リモートコントローラ
１０の各部を制御する。また、メモリは、例えばＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable 
and Programmable ROM）などの不揮発性メモリであり、操作部１０ａの各操作キーに対応
する操作コマンドや、リモートコントローラ１０の設定情報などが記憶されている。制御
部１３は、キーマトリクス１２から供給された操作信号に基づき、検出された操作キーの
アドレスに対応する操作コマンドをメモリから読み出してＲＦ通信部１４ａに供給する。
また、いずれかの操作キーが操作されたことを検出した場合には、ＬＥＤ１６ａないし１
６ｅを点灯させる。
【００２７】
　ＲＦ通信部１４ａは、所定のプロトコルに従い、アンテナ１５を介してテレビジョン受
像機１に対して制御信号の無線送信を行う。ＲＦ通信部１４ａは、制御部１３から供給さ
れた操作コマンドなどの各種データをテレビジョン受像機１に対して送信する。
【００２８】
　赤外線通信部１４ｂは、テレビジョン受像機１に対して赤外線発光部の点灯／消灯によ
り赤外線送信を行う。赤外線通信部１４ｂは、制御部１３から供給された操作コマンドな
どの各種データをテレビジョン受像機１に対して送信する。
【００２９】
　ＬＥＤ１６ａないし１６ｅは、リモートコントローラ１０において、例えば複数の操作
キーが一体に設けられた操作キーシートの下部に設けられた回路基板上に配設されている
。操作キーシートは光透過性を有する材料からなり、ＬＥＤ１６ａないし１６ｅから照射
された照射光が操作キーシートを透過することによりリモートコントローラ１０の各操作
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キーが発光する。操作キーシートの各操作キー部分は、リモートコントローラ１０のケー
スから外部に露出しており、押下可能とされている。
【００３０】
　ＬＥＤ１６ａないし１６ｅは、制御部１３から供給された操作コマンドに基づいて点灯
する。また、ＬＥＤ１６ａないし１６ｅは、点灯開始後、設定された時間が経過した場合
に消灯するように制御される。なお、図２において、操作キー点灯用として５つのＬＥＤ
１６ａないし１６ｅが設けられているが、これに限られたものでなく、任意の個数のＬＥ
Ｄを用いることができる。
【００３１】
　また、図３に示すように、ＬＥＤ１６ａないし１６ｅが個別に点灯するようにしてもよ
い。例えば、ＬＥＤ１６ａをテンキー部分に、ＬＥＤ１６ｂを音量調整キー部分に割り当
てる。そして、テンキーによりチャンネル選択を行う場合はＬＥＤ１６ａのみを点灯させ
、音量の調整を行う場合はＬＥＤ１６ｂのみを点灯させるようにすることもできる。この
ようにして各ＬＥＤを別々に点灯させることにより、電池の消耗を抑制することができる
。もちろん、テンキー部分や音量調整キー部分に複数のＬＥＤを配置してもよい。また、
テンキーおよび音量調整キー以外の操作キー部分に個別に点灯するＬＥＤを設けてもよい
。
【００３２】
　さらに、例えばＬＥＤ１６ａないし１６ｅを異なる発色の２組に分け、その時設定され
ている通信方式に応じて点灯するＬＥＤを切り替えるように制御してもよい。また、設定
されている通信方式を示す点灯部１１を設けるようにしてもよい。この場合、点灯部１１
に対応する部分に２個のＬＥＤを設け、例えばＲＦ通信時は青色が、ＩＲ通信時は赤色が
点灯するように制御してもよい。これにより、ユーザはＩＲ通信時は通信部１４をテレビ
ジョン受像機１に向けるよう意識することができる。また、第１の実施形態においては、
電池電圧が所定値未満となった場合にＩＲ通信に切り替えるようにしているため、赤色に
点灯した際には電池容量が低下してきていると認識することができる。
【００３３】
　図４は、リモートコントローラ１０の電源電圧の変化と通信状態との関係図である。図
４Ａはリモートコントローラ１０の電源電圧を示す。図４Ｂはリモートコントローラ１０
の制御部１３に設けられたＭＰＵとＲＦ通信部２３ａとの間の通信の状態を示す。
【００３４】
　図４Ｃは、リモートコントローラ１０の電圧変化によるＲＦ通信の通信状態を、図４Ｄ
は、リモートコントローラ１０の電圧変化によるＩＲ通信の出力レベルを示す。また、図
４Ｅは、操作キーを発光させるＬＥＤの点灯状態を示す。第１の実施形態において、リモ
ートコントローラ１０の動作が行われる電源電圧を３．６Ｖ～１．８Ｖとする。なお、リ
モートコントローラの動作電圧は用いる部品などによって変わり、上述の電圧範囲に限っ
たものではない。
【００３５】
　図４Ａないし図４Ｄに示すように、電源電圧が例えば２．１Ｖ以上のとき、ＭＰＵから
ＲＦ通信部１４ａに対して、テレビジョン受像機１に所定の制御信号を送信するようにコ
マンドが送られる。そして、ＲＦ通信部１４ａが所定の制御信号をテレビジョン受像機１
に送信し、テレビジョン受像機１が制御信号を受信すると、アクノリッジをリモートコン
トローラ１０に返す。ＭＰＵは、ＲＦ通信部１４ａを介してアクノリッジを受信する。こ
れにより、ＭＰＵはテレビジョン受像機１に制御信号が送信されたことを確認する。制御
信号を受け取ったテレビジョン受像機１では、制御信号に基づいてチャンネル選択、音量
選択などの制御が行われる。
【００３６】
　これに対し、リモートコントローラ１０の電源電圧が所定の電圧値未満となった場合に
は、ＲＦ通信部１４ａの機能が停止し、ＲＦ通信を行うことが不可能となる。このため、
ＭＰＵからコマンドを送信してもテレビジョン受像機１に制御信号が送信されず、ＭＰＵ
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はアクノリッジを受信することができなくなる。
【００３７】
　このように、ＲＦ通信は、リモートコントローラ１０の電源電圧が所定の電圧値以上の
場合は安定した通信状態を保つことができるが、所定の電圧値を下回ると急に通信が不可
能となる。
【００３８】
　一方、ＩＲ通信は、リモートコントローラ１０の電源電圧の低下（電池の消耗）に伴っ
て赤外線の出力レベルが徐々に低下し、所定の電圧値を下回ると赤外線の送信が不可能と
なる。所定の電圧値は、例えば１．８Ｖとされる。ＩＲ通信が不可能となる電源電圧は、
ＲＦ通信が不可能となる電圧値（例えば２．１Ｖ）よりも低い。ＩＲ通信では、上述のよ
うに赤外線の出力レベルが徐々に低下するため、リモートコントローラ１０の電源電圧の
低下に伴ってＩＲ通信の通信可能範囲が狭くなる。
【００３９】
　このため、例えば、リモートコントローラ１０の電源電圧が２．１ＶまではＲＦ通信に
よってテレビジョン受像機１の遠隔制御を行い、電源電圧が２．１Ｖ未満となった場合に
、自動的にＩＲ通信に切り替えるようにする。これにより、リモートコントローラ１０の
電源電圧が所定電圧を下回った場合でも、急にテレビジョン受像機１の遠隔制御が不可と
なることがない。また、ＩＲ通信に切り替わってから１．８Ｖまでは徐々にＩＲ通信の通
信可能範囲が狭くなる。これにより、ユーザは電池残量の低下を直感的に認識することが
できる。
【００４０】
　リモートコントローラ１０の電源電圧は制御部１３のＭＰＵにより検出される。ＭＰＵ
は、検出した電圧値に応じて、テレビジョン受像機１に対する制御信号の送信をＲＦ通信
部１４ａかＩＲ通信部１４ｂのいずれかに要求する。これにより、リモートコントローラ
１０の電源電圧に応じて自動的に通信方式の切り替えを行うことができる。
【００４１】
　ＲＦ通信のみで遠隔制御を行う場合、所定電圧を下回ると急に通信が不可となる。この
ため、新しい電池の準備がない場合は、これを準備するまでの間リモートコントローラ１
０が使用不可となり、テレビジョン受像機１の遠隔制御が不可となってしまう。しかしな
がら、本願構成のリモートコントローラ１０を用いた場合、ＩＲ通信の出力が徐々に低下
して電池の消耗が認識できるため、通信が不可となるまでの間に新しい電池の準備をする
ことができる。さらに、ＩＲ通信では、ＲＦ通信では電池容量を有効に使うことができる
。
【００４２】
　なお、ＩＲ通信は電源電圧が２．１Ｖ以上の場合にも用いてもよい。また、図４Ａに示
すように、リモートコントローラ１０の電源電圧が１．８Ｖ未満となった場合であっても
ＭＰＵは動作は停止せず、低電圧下で可能な動作を行っている。しかしながら、ＲＦ通信
およびＩＲ通信のどちらも行うことができないため、リモートコントローラ１０全体とし
ては不動作となる。
【００４３】
（２）第２の実施形態
　次に、第２の実施形態について説明する。ＲＦ通信は、上述のように他の通信の干渉を
受けやすく、例えば電波障害が起きた場合や電波が混信した場合に、リモートコントロー
ラによる制御が不能となるおそれがある。第２の実施形態では、何らかの原因でＲＦ通信
による被制御装置の制御ができなくなった場合に、自動的にＩＲ通信に切り替えて被制御
装置の制御を行うリモートコントローラの構成について説明する。
【００４４】
　なお、第２の実施形態におけるリモートコントローラ１０の構成は、第１の実施形態に
おけるリモートコントローラ１０と同様である。このため、第２の実施形態では、ＲＦ通
信とＩＲ通信の切り替えの制御についてのみ説明する。
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【００４５】
　ＲＦ通信を行っているテレビジョン受像機１とリモートコントローラ１０との間では、
図５のような処理が行われる。
【００４６】
　図５Ａに、ＲＦ通信が正常に行われてチャンネル選択がなされる際の処理を示す。チャ
ンネルキーのひとつが操作されると、リモートコントローラ１０側からテレビジョン受像
機１に、制御信号を含むＲＦコマンドが与えられる。テレビジョン受像機１にＲＦコマン
ドが転送されると、テレビジョン受像機１は制御信号に基づいてアクノリッジを形成し、
このアクノリッジをリモートコントローラ１０に返す。また、テレビジョン受像機１では
、制御信号に基づいてチャンネル選択が行われる。
【００４７】
　これに対して、図５Ｂに、ＲＦ通信が正常に行われず、ＩＲ処理に切り替える際の処理
を示す。チャンネルキーのひとつが操作されると、リモートコントローラ１０側からテレ
ビジョン受像機１に、制御信号を含むＲＦコマンドが送信される。このとき、何らかの原
因によりテレビジョン受像機１側でＲＦコマンドが受信できなかった場合、テレビジョン
受像機１ではアクノリッジを送信せず、アクノリッジはリモートコントローラ１０で受信
されない。このため、リモートコントローラ１０では、ＲＦコマンドを再送信（リトライ
）する。ＲＦコマンドは、テレビジョン受像機１からアクノリッジが返信されない場合に
、所定時間後に制御部１３により自動的に再送信される。所定時間は、例えば０．５秒と
される。
【００４８】
　そして、リモートコントローラ１０において再送信したＲＦコマンドに対するテレビジ
ョン受像機１からのアクノリッジが受信できない場合、所定時間後に制御部１３は自動的
に上述の制御信号を含むＩＲコマンドをテレビジョン受像機１に送信する。所定時間は、
例えば０．５秒とされる。ＩＲコマンドを受信したテレビジョン受像機１では、ＩＲコマ
ンドに含まれる制御信号に基づいてチャンネル選択が行われる。
【００４９】
　ＲＦ通信では、テレビジョン受像機１に正常に制御信号が送られた場合、テレビジョン
受像機１からリモートコントローラ１０に対してアクノリッジが返信される。このため、
リモートコントローラ１０におけるアクノリッジの受信の有無によりＲＦ通信の状態を判
断することができる。リモートコントローラ１０においてアクノリッジが受信されない場
合には自動的にＩＲ通信に切り替えて制御を行うことにより、快適に被制御装置の制御を
行うことができる。
【００５０】
　なお、第２の実施形態においてはチャンネルキーを操作する場合について説明したが、
音量調節キーによる音量選択など他の操作キーの操作による制御においても同様にＲＦ通
信とＩＲ通信との自動切り替えが行われる。
【００５１】
　また、上述の実施形態では、ＲＦコマンドの再送信（リトライ）を１回としているが、
複数回行うようにしてもよい。
【００５２】
（３）第３の実施形態
　次に、第３の実施形態について説明する。リモートコントローラの操作キーを操作した
にも関わらず被制御装置の制御が行われない場合、ユーザは同じ操作キーを再度操作する
ことがある。そして、操作キーを再操作しても制御が行われない場合、ユーザは短時間で
複数回操作キーを操作することが考えられる。第３の実施形態では、このような操作が行
われた場合に、現在の通信方式による制御が不能であると判断し、自動的にもう一方の通
信方式に切り替えて被制御装置の制御を行うリモートコントローラの構成について説明す
る。
【００５３】
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　なお、第３の実施形態におけるリモートコントローラ１０の構成は、第１の実施形態に
おけるリモートコントローラ１０と同様である。このため、第３の実施形態では、ＲＦ通
信とＩＲ通信の切り替えの制御についてのみ説明する。
【００５４】
　また、第３の実施形態では、例えば音量調整キー、チャンネルキーのように、＋／－の
いずれかを操作して制御を行う操作キーや、カーソル４方向キーなど、連続操作が必要と
なる操作キーについては対象外とする。また、例えばユーザが設定画面などにおいてテン
キーを操作して数字の入力を行う場合がある。このような場合も、連続して同一操作キー
の操作が必要となる可能性がある。このため、操作キーによっては状況に応じて上述の通
信方式の切り替えを行わないように制御する。
【００５５】
　図６ないし図９に、操作キーのうちのいずれかのキーが操作された場合のＩＲ送信およ
びＲＦ送信の処理のタイミングを示す。なお、図６ないし図９では、例えばテンキーの「
１」が操作される場合について説明する。また、ＩＲ通信によりテレビジョン受像機１の
遠隔制御を行っており、ＩＲ通信からＲＦ通信に切り替える場合について説明する。
【００５６】
（３－１）第１の方法
　図６に、同一の操作キーが所定時間内に複数回操作された場合に、その後再度同一の操
作キーが操作されたときにはＩＲ通信からＲＦ通信に切り替える方法を示す。以下では、
例えば、同一の操作キーが２秒以内に３回以上操作され、その後１秒以内に再度同一の操
作キーが操作された場合に、通信方式を切り替える処理について説明する。
【００５７】
　まず、操作キーが押下される。すると、操作キーが押下された瞬間からタイマーＡがス
タートし、２秒をカウントする。タイマーＡが２秒をカウントするまでの間にあと２回以
上同一の操作キーが押下された場合には、タイマーＡが２秒をカウントしてストップする
と共に、タイマーＢがスタートする。そして、タイマーＢがスタートして１秒以内に同一
の操作キーが押下された場合は、通信方式をＩＲ通信からＲＦ通信に切り替え、操作され
た操作キーに対応する制御信号を送信する。
【００５８】
　そして、タイマーＢが１秒をカウントしてストップした後に操作キーが操作された場合
は、最初の通信方式、すなわちＩＲ通信で制御が行われるようにする。
【００５９】
　タイマーＡおよびタイマーＢは、ＭＰＵに内蔵されてカウントされるものである。ある
操作キー、例えばテンキーの「１」キーが押下された場合、「１」キーの状態を示す波形
が立ち上がり、「１」キーの押下が解除されると波形が立ち下がる。ＭＰＵは、「１」キ
ーの１回目の立ち上がりエッジを検出し、タイマーのカウントを開始するとともに、カウ
ンタにて「１」キーの操作回数を「１」とカウントする。カウンタは、タイマーが所定時
間（例えば２秒）カウントしている間のみ、「１」キーの立ち上がりエッジを検出し、カ
ウンタにて「１」キーの操作回数をカウントする。そして、タイマーＡがスタートしてか
らストップするまでの２秒間に、カウンタが３回以上「１」キーの立ち上がりエッジを検
出した場合には、タイマーＡがストップすると同時にタイマーＢをスタートさせる。タイ
マーＢは、所定時間（例えば１秒）カウントする。タイマーＢが１秒をカウントしている
間に「１」キーが操作された場合は、ＭＰＵによってそれまでと異なる通信方法（図６に
おいてはＲＦ通信）で制御信号を送信するように制御される。
【００６０】
　これに対して、図７には、操作キーが操作されてタイマーＡがスタートしてから２秒間
カウントする間に同一操作キーが３回以上操作されなかった場合の処理のタイミングを示
す。例えば「１」キーが操作されてタイマーＡがカウントをスタートし、２秒カウントし
てストップするまでの間にもう一度「１」キーが操作される。この場合、カウンタでは、
「１」キーの操作回数が「２」と検出される。この場合、タイマーＡがストップしてもタ
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イマーＢをスタートさせず、通信方式はＩＲ通信のままとされる。そして、次にいずれか
の操作キーが操作されるとタイマーＡがスタートすると共に、カウンタによって操作キー
の操作回数が「１」とカウントされる。
【００６１】
　なお、上述のカウンタでは、「１」キーの操作回数を検出する場合について説明したが
、これに限ったものではなく、カウンタはリモートコントローラ１０の全ての操作キーに
ついて操作回数を検出することができる。
【００６２】
（３－２）第２の方法
　図８は、同一の操作キーが短い操作間隔で複数回操作された場合にＩＲ通信からＲＦ通
信に切り替える方法を示している。以下では、例えば、操作間隔が１秒以内で同一の操作
キーが４回操作された場合に、通信方式を切り替える処理について説明する。
【００６３】
　まず、操作キーが押下される。すると、操作キーが押下された瞬間からタイマーＣがス
タートし、時間をカウントする。タイマーＣが１秒をカウントしてストップする前に再度
同一の操作キーが押下された場合には、タイマーＣがリセットされ、再度０からカウント
が再開される。また、このときカウンタにて操作回数が「２」とされる。そして、タイマ
ーＣが再度１秒をカウントするまでの間に同一操作キーの３回目の押下が行われた場合に
は、再度タイマーＣがリセットされて０からのカウントが再スタートされ、カウンタにて
操作回数が「３」とされる。
【００６４】
　そして、タイマーＣが再度１秒をカウントするまでの間に同一操作キーの４回目の押下
が行われると、ＭＰＵによってＩＲ通信からＲＦ通信に切り替えられて制御信号が送信さ
れる。同一操作キーの４回目の押下が行われた場合、タイマーＣはリセットされてストッ
プする。また、カウンタは操作回数が「０」にリセットされる。
【００６５】
　そして、次にいずれかの操作キーが操作されるとタイマーＣがスタートすると共に、カ
ウンタによって操作キーの操作回数がカウントされる。このとき、通信方式はＩＲ通信に
戻されて制御信号の送信が行われる。
【００６６】
　これに対して、例えば図９に示すように、１秒以内の短い間隔で同一の操作キーが４回
操作されなかった場合、通信方式は切り替えられない。同一の操作キーが連続して操作さ
れた場合であっても、操作間隔が１秒を超えた場合は、タイマーＣがストップし、カウン
タの操作キーの操作回数が「０」にリセットされる。そして、次にいずれかの操作キーが
操作されると、タイマーＣがスタートすると共に、カウンタによって操作キーの操作回数
が「１」とカウントされる。
【００６７】
　なお、カウンタにて検出される操作キーの操作回数は、実際には例えば２桁の２進数と
される。操作回数が「０」「１」「２」「３」の場合、実際にはそれぞれ「００」「０１
」「１０」「１１」とされる。なお、操作回数は２桁に限ったものではなく、通信方式を
切り替えるまでの操作回数に応じて必要な桁数を選択する。
【００６８】
　第３の実施形態における第１の方法では、一操作キーが操作されてから所定時間内に、
同一の操作キーが所定回数操作された場合に、通信方法を自動的に切り替えて制御信号を
送信する。また、第２の方法では、短い操作間隔で同一の操作キーが所定回数操作された
場合に、通信方法を自動的に切り替えて制御信号を送信する。これにより、現在の通信方
式が何らかの原因で不能となった場合でも、自動的にもう一方の通信方式に切り替えて被
制御装置の制御を行うことができ、快適に被制御装置の制御を行うことができる。
【００６９】
　なお、第３の実施形態ではＩＲ通信で制御を行っている際にＲＦ通信に切り替える方法
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について説明したが、ＲＦ通信で制御を行い、制御ができない場合はＩＲ通信に切り替え
るようにしてもよい。
【００７０】
　以上のように、第１ないし第３の実施形態により、状況に応じて自動的にＩＲ通信とＲ
Ｆ通信を切り替えることができるリモートコントローラ１０について説明したが、第１な
いし第３の実施形態を組み合わせた構成とすることもできる。
【００７１】
　例えば、第１の実施形態において、リモートコントローラ１０の電源電圧が２．１Ｖ以
上の場合はＲＦ通信により被制御装置の制御が行われる。このとき、第２または第３の実
施形態を組み合わせることにより、ＲＦ通信による制御が不能になった場合には自動的に
通信方法をＩＲ通信に変更して被制御装置の制御を行うことができる。そして、リモート
コントローラ１０の電源電圧が２．１Ｖ未満となるまでは、ＩＲ通信によって制御を行っ
た後自動的にＲＦ通信に戻すようにする。
【００７２】
　このように、一つの被制御装置を複数の通信方法で制御可能とし、リモートコントロー
ラにて通信方法を自動的に切り替えるようにしたため、いずれかの通信方式での制御が不
能となった場合であっても、すぐに他の通信方式で制御を行うことができる。
【００７３】
　以上、この発明の第１ないし第３の実施形態について具体的に説明したが、この発明は
、上述の各実施形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変
形が可能である。例えば、上述の各実施形態において挙げた数値はあくまでも例に過ぎず
、必要に応じてこれと異なる数値を用いてもよい。
【００７４】
　また、例えば、テレビジョン受像機１に対して外部ＡＶ機器であるブルーレイディスク
レコーダなどのレコーダを接続し、リモートコントローラ１０でテレビジョン受像機１と
レコーダとが制御されるようにしてもよい。レコーダがＲＦ通信およびＩＲ通信の双方が
可能であれば、第１ないし第３の実施形態における制御と同様の方法により通信方式を制
御することができる。テレビジョン受像機１とレコーダとの双方を制御する場合には、テ
レビジョン受像機１およびレコーダを制御するための共通の操作キーと、各機器独自の専
用操作キーとが操作部１０ａに含まれる。この場合、リモートコントローラ１０には機器
選択ボタンを設け、操作したい機器をユーザが選択するようにする。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】この発明の一実施形態による一構成例を示す略線図である。
【図２】リモートコントローラの主要部の一構成例を示すブロック図である。
【図３】リモートコントローラの主要部の他の構成例を示すブロック図である。
【図４】この発明の第１の実施形態におけるリモートコントローラの電圧変化と通信状態
との関係の一例を示す略線図である。
【図５】この発明の第２の実施形態におけるリモートコントローラとテレビジョン受像機
との間での処理を示す略線図である。
【図６】この発明の第３の実施形態における処理の様子を示す略線図である。
【図７】この発明の第３の実施形態における処理の様子を示す略線図である。
【図８】この発明の第３の実施形態における処理の様子を示す略線図である。
【図９】この発明の第３の実施形態における処理の様子を示す略線図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１・・・テレビジョン受像機
　１０・・・リモートコントローラ
　１０ａ・・・操作部
　１１・・・機器選択ボタン
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　１２・・・キーマトリクス
　１３・・・制御部１３
　１４・・・通信部
　１４ａ・・・ＲＦ通信部
　１４ｂ・・・ＩＲ通信部（ＬＥＤ）
　１５・・・アンテナ
　１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，１６ｄ，１６ｅ・・・ＬＥＤ
　２０・・・レコーダ

【図１】 【図２】

【図３】



(14) JP 2010-10886 A 2010.1.14

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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